
経済連携協定における

原産地規則

横浜税関 業務部 原産地調査官



他の国

①EPA特恵税率が設定されていること 「譲許表」

輸出国

②原産地基準を満たす
原産品であること

「原産地証明書」

③積送基準を満たすこと

「運送要件証明書」

④手続的規定を満たすこと

「原産地証明書」等を税関へ提出

輸入国

①～④の条件をすべて満たせばＥＰＡ特恵税率を利用できる！！

どうしたらEPA特恵税率を利用できるのか？
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原産地規則



①「EPA特恵税率が設定されていること」を
どのように確認するのか？

 EPA特恵税率の設定確認（輸入）
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http://www.customs.go.jp/tariff/

× ×

× ×

EPA特恵税率
「実行関税率表」で確認

各ＥＰＡの譲許表を取りまとめ、
現時点で適用される税率を掲載

第１８類（一部抜粋）



メキシコに自動車（8703.90）
を輸出する場合。 （ＪＥＴＲＯ：世界各国の関税率）

メキシコに自動車（8703.90）
を輸出する場合。

 EPA特恵税率の設定確認（輸出）
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日メキシコＥＰＡを
利用すれば、メキシ
コにおいて、関税無
税で輸入すること
ができる。

「 World Tariff 」で確認

日本貿易振興会（JETRO）が
契約しているWorld Tariffを使え

ば、日本に居住している方は、我
が国がＥＰＡを締結している国を
含む175カ国の関税率を調べる
ことができます（JETROのＨＰか

らユーザー登録が必要です（無
料））。



②「原産地基準を満たす原産品であること」を
どのように確認するのか？

 輸出入産品の原産性の確認
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税関ＨＰ→経済連携協定（FTA/EPA）
→締結済各EPAの概要、協定条文等

http://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/gaiyou.htm

各協定の条文（原産品の規定）を確認



材料5

材料1

材料4

産品
（原産品・非原産品）

ＥＰＡ締約国
Ｂ国

Ｃ国

材料2

材料3 （（非）原産）（非原産）

（非原産）

（非原産）

○ 材料・・・ 他の産品の生産に使用される産品

○ 原産材料・・・ 各ＥＰＡ上の原産地基準を満たす材料

○ 非原産材料・・・ 原産材料以外の材料

原産品・原産材料・非原産材料について
◎ 原産品・・・ 各ＥＰＡ上の原産地基準を満たす産品

（原 産）
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輸出



原産品の規定（日タイＥＰＡの例）

【第28条 原産品】

1 この章に別段の定めがある場合を除くほか、次のいずれ
かの産品は、締約国の原産品とする。

(a)当該締約国において完全に得られ、又は生産される産品

であって、２に定めるもの

(b) 当該締約国の原産材料のみから当該締約国において完
全に生産される産品

(c) 非原産材料をその全部又は一部につき使用して当該締約

国において完全に生産される産品であって、附属書２に定
める品目別規則及びこの章の他のすべての関連する要件
を満たすもの

完全生産品

実質的変更基準を満たす産品

原産材料のみから生産される産品

（協定本体:第３章 原産地規則）
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（a）完全生産品

原産品Ａ

Ｘ国

原産材料

Ｒ２

原産品Ｂ

１次材料２次材料

（b）原産材料のみから
生産される産品

（c）実質的変更基準
を満たす産品

材料をどこまで遡って
も原産材料のみ

１次材料のうち少なく
とも１つは非原産材料
が使われている

原産材料

Ｒ４

原産材料

Ｒ３

原産材料

Ｒ２

原産材料

Ｒ２

原産材料

Ｒ１

原産材料

Ｒ４

原産材料

Ｒ４

原産材料

Ｒ１

原産材料

Ｒ１

非原産材料

Ｒ５

非原産材料

Ｒ３

Ｘ国

Ｘ国

○

○

○

非原産材料

Ｒ３

原産品Ｃ

１次材料はすべて原産
材料であるが、材料を
遡るとどこかで非原産
材料が使われている

○＝原産地（実質的変更）基準を満たす

原産品の3つの種類（基本的な考え方）
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（ａ）生きている動物であって、
当該締約国において生まれ、
かつ、成育されたもの
（家畜等）

（ｂ）当該締約国において狩
猟、わなかけ、漁ろう、採集
又は捕獲により得られる動物
（捕獲野生動物等）

（ｃ）当該締約国において生き
ている動物から得られる産品
（牛乳、卵等）

（ｄ）当該締約国において収
穫され、採取され、又は採集
される植物及び植物生産品
（果実、切り花等）

（ｅ）当該締約国において抽
出され、又は得られる鉱物そ
の他の天然の物質
（原油等）

（ｆ）当該締約国の船舶により、
両締約国の領海外の海から
得られる水産物その他の産品
（公海で捕獲した魚等）

（ｌ）当該締約国において（ａ）
から（ｋ）までに規定する産品
のみから得られ、又は生産さ
れる産品
（ （ａ）に該当する牛を屠殺し
て得られた牛肉等）

（ｇ）～（ｋ） 略

（a）完全生産品（日タイＥＰＡの例）
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原産品の規定（日タイＥＰＡの例）

完全生産品

実質的変更基準を満たす産品

原産材料のみから生産される産品

品目別規則（第73類一部抜粋）
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【第28条 原産品】
1 この章に別段の定めがある場合を除くほ

か、次のいずれかの産品は、締約国の原
産品とする。

(a) 当該締約国において完全に得られ、又は
生産される産品であって、２に定めるもの

(b) 当該締約国の原産材料のみから当該締
約国において完全に生産される産品

(c) 非原産材料をその全部又は一部につき使
用して当該締約国において完全に生産さ
れる産品であって、附属書２に定める品
目別規則及びこの章の他のすべての関
連する要件を満たすもの

産
品
の
Ｈ
Ｓ
番
号

上
記
産
品
が
満
た
す
べ
き
規
則



（c）実質的変更基準を満たす産品（日タイＥＰＡの例）

ア）関税分類変更基準

イ）付加価値基準

ウ）加工工程基準

非原産材料 産品

【ＨＳ番号】 【ＨＳ番号】

非原産材料と産品のＨＳ番号に特定
（類、項又は号）の変化があれば、実
質的変更があったとする基準

非原産材料 産品
非原産材料

付加価値
付加された価値（＝原産
資格割合）がある条件以
上であれば、実質的変更
があったとする基準

非原産材料 加工等 産品 非原産材料に特定の加工工程がほど
こされれば、実質的変更があったとす
る基準

⇒実質的変更基準は、品目別規則において、産品の品目毎に上記のいずれかの基準
が単独又は組み合わせて規定されています。

【特定の加工】

加工等

加工等
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実質的変更基準の３つの種類



ア）関税分類変更基準-1（日タイＥＰＡの例）

タ
イ

韓国 日本

HS番号：72.09項

第73.01項から第73.20項までの各項の産品への他の類の材料からの変更

72類 73類○

HS番号：73.09項
HS番号：68.06項

○68類 鉄鋼製の貯蔵タンク

（内容積300 ℓ 超）

冷間圧延フラット
ロール（幅＞
600mm）

ロックウール

非原産材料 産品

類Chapter（2桁）：第73類以外

12※関税分類変更基準を満たす必要がある材料は非原産材料のみ

品目別規則（73.09項）



タ
イ

鋼管（接合、円形、外径500mm）

韓国 日本

HS番号：73.05項

第73.01項から第73.20項までの各項の産品への他の類の材料からの変更

×

HS番号：73.09項

鉄鋼製の貯蔵タンク

（内容積300 ℓ 超）
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非原産材料 産品

類Chapter（2桁）：第73類以外

73類73類

※関税分類変更基準を満たす必要がある材料は非原産材料のみ

品目別規則（73.09項）

HS番号：68.06項

○68類ロックウール

ア）関税分類変更基準-2（日タイＥＰＡの例）



タ
イ

韓国 日本

鉄鋼製の貯蔵タンク
（内容積300 ℓ超）

原産資格割合が40%以上であること（第73.01項から第73.20項までの各項の産品
への関税分類の変更を必要としない。）

3,000米ドル 10,000米ドル

鋼管

非原産材料価額（CIF) 労務費原産材料価額 製造経費 利益 その他

付加された価値

産品の価額（FOB)

原産資格割合
産品の価額－非原産材料価額

産品の価額
＝ ≧ 40％＝

10,000米ドル－3,000米ドル

10,000米ドル
＝70％○

付加価値基準を満たす
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イ）付加価値基準-1（日タイＥＰＡの例）
品目別規則（73.09項）



タ
イ

韓国 日本

原産資格割合が40%以上であること（第73.01項から第73.20項までの各項の産品
への関税分類の変更を必要としない。）

10,000米ドル

ロックウール

鋼管

原産資格割合
産品の価額－非原産材料価額

産品の価額
＝ ≧ 40％＝

10,000米ドル－7,000米ドル

10,000米ドル
＝ 30％×

付加価値基準も満たさない

73類 73類×
関税分類変更基準は満たさない

鉄鋼製の貯蔵タンク
（内容積300 ℓ超）
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非原産材料

品目別規則（73.09項）

イ）付加価値基準-2（日タイＥＰＡの例）



①②③

① 関税分類変更基準
号の変更⇒HS番号の少なくとも6桁目
の変更があればよい

又は
② 付加価値基準
原産資格割合40%以上
⇒付加価値40%以上

又は

③ 加工工程基準
非原産材料について化学反応、
精製、異性体分離の工程若しく
は生物工学的工程を経ること
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ウ）加工工程基準
（日タイＥＰＡの例）

品目別規則（第29類一部抜粋）



実質的変更基準の例外-1（日タイＥＰＡの例）

タ
イ

鋼管（接合、円形、外径500 mm）

韓国 日本

HS番号：73.05項

ⅰ）累積 （原産品の範囲を広げる規定）

品目別規則：他の類の材料からの変更

73 類 73類

×
HS番号：73.09項

日本の原産材料とみなす

（品目別規則を考慮する必要なし）

非原産材料
産品

鋼管（接合、円形、外径500mm）

タイ

HS番号：73.05項73類

日本で製造される産品にとっては非原産材料だが、この規定の適用によりＥＰＡ
相手国の原産品は、日本の原産材料とみなすことができる。

関税分類変更基準
は満たさない

非原産材料
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タイ原産品

【タイ協定第29条】



タイ

日本

HS番号：73.09項

鉄鋼製品

僅少の非原産材料の規定

非原産材料の価額が製品であるタンク
の価額の10%以下（※）の場合、非原

産材料である鉄鋼製品が品目別規則を
満たしているか否かは考慮しない。

ⅱ）僅少の非原産材料 （原産品の範囲を広げる規定） 【タイ協定第30条】

鉄鋼製の貯蔵タンク
（内容積300 ℓ 超）

(※)協定毎、産品の品目毎に規定が異なる

品目別規則：他の類の材料からの変更韓国

非原産
材料

産品
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73類
72類 68類

73類

実質的変更基準の例外-2（日タイＥＰＡの例）

3％



原産材料？ 非原産材料？

（b）原産材料のみから生産される産品（日タイＥＰＡの例）

タ
イ

韓国 日本

HS番号：72.09項

「原産材料」

鉄鋼製の貯蔵タンク

（内容積300 ℓ 超）

冷間圧延フラッ
トロール（幅＞
600mm）

HS番号：73.09項

【品目別規則（73.05項）】

第73.01項から第73.20項まで

の各項の産品への他の類の
材料からの変更
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72類

「国内調達」＝「原産材料」
とは限らない

非原産材料を使用しているので、
原産地基準を満たすか確認

非原産材料

産品

原産材料

（国内調達）

72類 73類
HS番号：73.05項



貨物が輸入国に到着するまでに原産品としての資格を
失っていないかどうかを判断する基準

条件

 直接運送されること

 第三国を経由する場合には、当該第三国において許
容される作業は、積卸し及び産品を良好な状態に保存
するために必要なその他の作業のみ

輸入国

第三国

輸出国

③「積送基準を満たすこと」を
どのように確認するのか？

 積送基準の確認（日タイＥＰＡの例）
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製
造
者

（認定輸出者※）

原材料等の
必要な情報

＜又は＞

原産地証明書（又は原産地申告※）

認定※

④「手続的規定を満たすこと」を
どのように確認するのか？

 原産地証明書の入手

輸出国 輸入国

発給 申請

原産地
証明書

原産地
申告※ 原産地

証明書

発給機関（日本は商工会議所） 税 関

※スイス、ペルー、メキシコＥＰＡのみに導入

 運送要件証明書の入手
第三国を経由して輸入される場合
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原産地
申告※

輸
入
者

輸
出
者

通し船荷証券（Ｔhrough ＢＬ）の写し等を税関へ提出



EPA原産地規則

②原産地基準

(a) 完全生産品

(c) 実質的変更基準
を満たす産品

③積送基準

④手続的規定
実質的変更基準の例外

ⅰ）累積

ｱ)関税分類変更基準

ｳ)付加価値基準

ｲ)加工工程基準

ⅱ）僅少の非原産材料

ＥＰＡ特恵税率適用のための条件

(b) 原産材料のみか
ら生産される産品

（材料：非原産品を
使用）

（材料：原産品のみ）

・原産地証明書、運送要件
証明書の提出

（材料：自然のもの又
は完全生産品のみ）

ＥＰＡ特恵税率の適
用の可否を決定する
ためのルール

（原産品であること）

（運送途上で②の資格
を失っていないこと）

（②及び③を税関に
証明すること）

①～④全てを満
たすことがＥＰＡ
特恵税率適用の
条件

実質的変更基準

相手国の原産品は自国の原産材料とみなす

少量の非原産材料は考慮しない

非原産材料と産品の税番が異なること

特定の加工工程が行われていること

付加価値が一定割合以上あること

品目別規則に規定

（原産品の範囲を広げる規定）

【まとめ】ＥＰＡ原産地規則の構成

①EPA税率の設定
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（産品が譲許されて
いること）

原産品



カスタム君

「文書による事前教示」とは、

輸入を予定している貨物の原産地を税関に文書で照会し、文書で
回答を受けることができる制度で、

●事前にＥＰＡ特恵税率の適用が可能か知ることができる

●輸入申告時に回答書を添付することにより、原産地の認定が

スムーズに行われ、貨物の引取りが早くなる

●回答内容は、照会された貨物の輸入通関審査に際し、３年間尊重

される

などのメリットがあります。

税関からのお願い

23

詳しくは税関ＨＰ
をご覧ください



EPAに関するお問い合わせ先

出所：『貿易のコスト削減！ ~ トクするEPA活用法 ~』 日本貿易振興機構、2013年4月 24



ＥＰＡ原産地規則に係る
問い合わせ先

 函館税関業務部原産地調査官： 0138－40－4256
 東京税関業務部原産地調査官： 03－3599－6527
 横浜税関業務部原産地調査官： 045－212－6174
 名古屋税関業務部原産地調査官： 052－654－4205
 大阪税関業務部原産地調査官： 06－6576－3196
 神戸税関業務部原産地調査官： 078－333－3097
 門司税関業務部原産地調査官： 050－3530－8369
 長崎税関業務部原産地調査官： 095－828－8665
 沖縄地区税関原産地調査官 ： 098－862－8692
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輸出入等の税関手続きに係る
問い合わせ先

 函館税関業務部税関相談官： 0138－40－4261
 東京税関業務部税関相談官： 03－3529－0700
 横浜税関業務部税関相談官： 045－212－6000
 名古屋税関業務部税関相談官： 052－654－4100
 大阪税関業務部税関相談官： 06－6576－3001
 神戸税関業務部税関相談官： 078－333－3100
 門司税関業務部税関相談官： 050－3530－8372
 長崎税関業務部税関相談官： 095－828－8619
 沖縄地区税関税関相談官 ： 098－863－0099
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